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の 会計基準 る の

　 に 2009 7 に 会計基準 会 IASB る

中小企業の のIFRS IFRS for SMEs る お の会計

に る る 中小企業の会計に る

中小会計 る 2005 に 中小企業の会計に る基
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る る の の に
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3 　 ・　　

IFRS

IFRSの

のIFRS IFRS

IFRS

IFRSの

のIFRS IFRS
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中小企業  

「中小企業の会計に関する研究会」 立

2010年 2

会 所, 理 会 会, 認会計 会,
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「 場会 の会計基準に関する 会」 立
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ూǑāෂழࣞࡅɈࣞࡅമ౯ɂෂழޏोᅟᆴɈᄆโɂɈ࠲ब

中小会計 の の ・中小企業の における中小企業の企業

中小会計 に る に お の 2
に る

　中小会計 IFRSの の中小企業会計 中小企業

る る る に るIFRS for SMEs
の に 中小企業会計基準の位置づけに

計 等の開 は 引金融機

関 主 引 主等に限ら

る と

中小企業の資金調 の方 は 資
市場で資金調 を な とは と

な 地域金融機関 メ ン
な の金融機関 らの り

中心である

中小企業は 所 と 一 してお

り 関 は限ら ている

の中小企業では 計

等作成の目的の大 な を

め で める 理を した

会計 な ている と

理 の な 度な会

計 理に で る能 分な

理体 を ていない と

中小企業の 関 金融機関

引 主等 への に資す

る会計

中小企業の 活用しよ と

えるよ 理 し す 自 の

の に 立つ会計

中小企業の 関 金融機関

引 主等 への に資す

る会計

中小企業の における会計

を 分 し 会計と の調 を

た で 会 計 に準 した会

計

中小企業の 活用しよ と

えるよ 理 し す 自 の

の に 立つ会計

中小企業の 関 金融機関

引 主等 への に資す

る会計

計 等の作成 は 小限に

め 中小企業に な を ない

会計

中小会計 の「 の ・中小企

業の 」における中小企業の企業

性

中小会計 に ている「目的」
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お る5

　 Pacterに る の IFRSに 138 の 130 94%
に お 114 83% 会 の 部 にIFRSの

る Pacter 2015 p.4 6 の の IFRS の に る Ibid p.4

IFRS for SMEs 6 るに 69 50%
る に に15 10% る る Ibid p.4

IFRSの IFRS for SMEs の る る7 IFRS

IFRS for SMEsに る る

　IFRS for SMEs の中小会計 ・中小会計 の に に中に

の に る お SMEs 中小

企業・ 企業 部の に る の

の る Paul Pacter の る Pacter  2013 p.11  
IASB IFRS for SMEsに るの 部の

る IFRS for SMEs るの る

　 にIFRS for SMEs 計 に の

の に る の IFRS for SMEs
の の る る に IFRS for SMEsの

る に

る

　Pacter 2015 のIFRS る ూǒの る

ూǒāJGST ɂ JGST!gps!TNFt Ɉᅙ࣍

A

の

る 部

の企業に

IFRSの

B

の

に る

IFRS

の

B / A

一部の

る 企 業 にIFRS

の

る 企 業 にIFRS

IFRS for 

S M E s の

42 41 98% 1 0 -

　 中小会計基準 るの 会計基準 4 お 中小会計
中小企業の会計 の に け 会 会 会計 会・

会 会 ・ 会 ・企業会計基準 会 中小企業
る に 中小会計 中小企業の会計に る 会 会 会

企業 体 会 企業会計基準 会
中小企業 お ・中小企業 る
基準 体 る る る

　Pacter 2015 基準IFRS 2014 7 10 の 2015
4 15 る
　 の  140 中78 55% IFRS for SMEs る IASB 2016 p.3
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20 16 80% 1 3 -

中 7 6 86% 1 0 -

・ 32 24 75% 3 5 -

37 27 73% 8 2 -

計 138 114 83% 14 10 78

100% 83% - 10% 7% 55%

Pacter 2015 p.6 IASB 2016 p.3 に

　櫛部 2016 中小企業に の会計基準 る の 中小

企業会計 に の る の

る る に中小会計 中小会計  IFRS for SMEsの3 の中小

企業会計基準の 会計 の に に

おける の中小企業会計基準の る

　 の IFRS for SMEsの る に る

IFRS IFRS for SMEsの
るに IFRS for SMEs る IFRS

に る に の中小企業会計基準の ・

に に る ・ の にお

に2 の中小企業会計基準 るに の に の にIFRSの

IFRS for SMEsの る に る

　 中小会計 る のの

中小会計 の る の 中小企業

における中小企業会計基準の位置づけ・中小企業 の における中小企業会計基準の

・中小企業にお る会計基準の ・ 会 に

おける中小企業会計基準の の る

　 にお 中小企業会計基準の の に の中

小企業会計基準の ・ に

Ⅳ　中小企業融資を行う側の会計基準の利用実態について

　 の中 の中小企業 中小企業 に

る 中小企業会計基準に の るの

に る の

に 8

　 の の 体 の企業 ・

会計 に る の 系

　 2016 企業 に
の の に る る
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会 の に に

　 の の 中小企業 に る る

る け の 中小企業 に

る る

1 系 における に

　 に に お ూǓの る

ూǓāृࣸᅃ࡙࠲ɅȤȫɥဧȧଲɤ෮ੈɅȾȞɀ

2016 2 2 　10 11 30

　　 系 会
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中小企業 中小企業会計基準 け

るの に る

・ の小 業 の に

・ に 企業 業

・ の に

・ 企業 1企業 の に

・ 業企業 業 企業に る に

・ ・ る 業 の に

・中小企業 業に

・中小企業会計基準の の に

　 に る 中小企業会計基準の における位置づけに

る の る

　 における中小会計 の位置 けに 中小会計

に る 0.2 る の の

に の の 系 に

る

　 に 中小企業会計基準の に に

基 に中小会計 中小会計 の る企業

業 に の

　 の に に の 系

の に る の 体

に CRD の に る

の位置づけ の る る 体 に 10
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に お に る

　 の の の に る の 系

中小企業に 中小企業会計基準

る の 系

る中小企業 に る の る

　 の の に ける る

の中小企業会計 の ・ の の

の の の

の 系 る の

お の る る

2 会における に

　 に に お ూǔの る

ూǔāૹॻఒᅙ။ޏࢾɅȤȫɥဧȧଲɤ෮ੈɅȾȞɀ

2016 2 12 　10 11 45

　　 会

3

宗田健一 櫛部幸子

中小企業 中小企業会計基準 け

るの に る

・ に 中小企業 における 会の位置づ

けに に

の

・ 会 の の基準 に

け 中小企業会計基準の に

・ 業 に る の中小企業 の の基準の

に 業 中 に

・中小会計 の の に

・ 位の に の に 中小会計

CRD 会 の の

・ の位置づけに

　 に る 中小企業会計基準の における位置づけに

る の る

　 会 の の基準 に け 中小企

業会計基準の に 中小企業 に一
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の る 位置づけ る

中小企業 中小会計 に準 る

の に に CRD
DB の る

の

　 の に 中小会計 の の に る に

の る のの に

の け の に けの

中小企業会計基準に基づ の

るの お の

の

　 に 中小企業 の 基

準に準 るの に け る け

の に の

会にお 中小企業会計基準の

る

3 における に

　 に に お ూǕの る

ూǕāმࣸ࠰ᅃ࡙࠲ɅȤȫɥဧȧଲɤ෮ੈɅȾȞɀ

2016 7 27 　13 50 15 10

　　

2

宗田健一 櫛部幸子
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